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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 非記録画素と記録画素とが配列され、各記録走査毎に互いに補完するマスクパターンを
設定し、インクを吐出する複数の吐出部を有する記録ヘッドを記録媒体の同一記録領域に
対して、前記マスクパターンに基づいて複数回走査することにより画像を完成するインク
ジェット記録装置において、
記録媒体上の単位面積当たりに付着されるインク量を、正規のインク量に対する比率であ
るインクデューティー比を１００％以上とするように、記録媒体上の同一画素について記
録画素が重複する重複記録画素を前記マスクパターンに設定したことを特徴とするインク
ジェット記録装置。
【請求項２】
　前記重複記録画素は、同一方向の走査時に用いられるマスクパターンに設定されること
を特徴とする請求項１記載のインクジェット記録装置。
【請求項３】
　前記重複記録画素は、異なる方向の走査時に用いられるマスクパターンに設定されるこ
とを特徴とする請求項１記載のインクジェット記録装置。
【請求項４】
　記録ヘッドを搭載するキャリッジが主走査方向に往復走査している間にインクを吐出し
て画像記録を行う双方向記録モードと、キャリッジが主走査方向に往走査している間のみ
にインクを吐出して画像記録を行う片方向記録モードと、を有し、前記双方向記録モード
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時に用いられるマスクパターンによって設定される重複記録画素数を、前記片方向記録モ
ード時のマスクパターンによって設定される重複記録画素数よりも増加させることを特徴
とする請求項１記載のインクジェット記録装置。
【請求項５】
 前記重複記録画素数の設定値を複数有すると共に、前記複数の設定値毎にマスクパター
ンを複数有し、設定される重複記録画素数に応じたマスクパターンを複数のマスクパター
ンから選択することを特徴とする請求項１記載のインクジェット記録装置。
【請求項６】
　操作者が所望のマスクパターンを指示するための入力指示部を有することを特徴とする
請求項５記載のインクジェット記録装置。
【請求項７】
　操作者が記録媒体の種類を入力する入力部を有し、前記入力部の入力値に応じて使用す
るマスクパターンを選択することを特徴とする請求項５記載のインクジェット記録装置。
【請求項８】
　非記録画素と記録画素とが配列され、各記録走査毎に互いに補完するマスクパターンを
設定し、インクを吐出する複数の吐出部を有する記録ヘッドを記録媒体の同一記録領域に
対して、前記マスクパターンに基づいて複数回走査することにより画像を完成するインク
ジェット記録装置において、
記録媒体上の単位面積当たりに付着されるインク量を、正規のインク量に対する比率であ
るインクデューティー比を１００％以上とするように、各記録走査毎に前記記録ヘッドに
印加する電圧を変化させることを特徴とするインクジェット記録装置。
【請求項９】
　記録ヘッドを搭載するキャリッジが主走査方向に往復走査している間にインクを吐出し
て画像記録を行う双方向記録モードと、キャリッジが主走査方向に往動走査している間の
みにインクを吐出して画像記録を行う片方向記録モードと、を有し、前記双方向記録モー
ド時における前記記録ヘッドへの印加電圧を、前記片方向記録モード時における前記記録
ヘッドへの印加電圧よりも大きくすることを特徴とする請求項８記載のインクジェット記
録装置。
【請求項１０】
　前記記録ヘッドに印加されうる電圧値を複数有し、各記録走査毎に前記複数の電圧値か
ら所望の電圧値が選択されることを特徴とする請求項８記載のインクジェット記録装置。
【請求項１１】
　操作者が所望の印加電圧を指示するための入力指示部を有することを特徴とする請求項
１０記載のインクジェット記録装置。
【請求項１２】
　操作者が記録媒体の種類を入力する入力部を有し、前記入力部の入力値に応じて印加電
圧値を選択する選択部とを有することを特徴とする請求項１０記載のインクジェット記録
装置。
【請求項１３】
　非記録画素と記録画素とが配列され、各記録走査毎に互いに補完するマスクパターンを
設定し、インクを吐出する複数の吐出部を有する記録ヘッドを記録媒体の同一記録領域に
対して、前記マスクパターンに基づいて複数回走査することにより画像を完成するインク
ジェット記録装置において、
記録媒体上の単位面積当たりに付着されるインク量を、正規のインク量に対する比率であ
るインクデューティー比を１００％以上とするように、各記録走査毎に前記記録ヘッドの
各吐出部に設けられるヒータの駆動デューティーを変化させることを特徴とするインクジ
ェット記録装置。
【請求項１４】
　記録ヘッドが搭載されるキャリッジが主走査方向に往復走査している間にインクを吐出
して画像記録を行う双方向記録モードと、キャリッジが主走査方向に往走査している間の
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みにインクを吐出して画像記録を行う片方向記録モードと、を有し、前記双方向記録モー
ド時のヒータの駆動デューティーを、前記片方向記録モード時のヒータの駆動デューティ
ーよりも大きくすることを特徴とする請求項１３記載のインクジェット記録装置。
【請求項１５】
　前記ヒータの駆動デューティー値を複数用意し、各記録走査毎に前記複数の駆動デュー
ティー値から所望の駆動デューティ値が選択されることを特徴とする請求項１３記載のイ
ンクジェット記録装置。
【請求項１６】
　操作者が所望の駆動デューティーを指示するための入力指示部を有することを特徴とす
る請求項１５記載のインクジェット記録装置。
【請求項１７】
　操作者が前記記録媒体の種類を入力する入力部を有し、前記入力部の入力値に応じて駆
動デューティー値を選択する選択部とを有するインクジェット記録装置。
【請求項１８】
　非記録画素と記録画素とが配列され、各記録走査毎に互いに補完するマスクパターンを
複数設定し、インクを吐出する複数の吐出部を有する記録ヘッドを記録媒体の同一記録領
域に対して複数回走査することにより画像を完成するインクジェット記録装置において、
　前記記録ヘッドにより記録されたテストパターンを読み取り、その読取結果から前記記
録ヘッドからのインクの吐出タイミングのずれまたは前記記録ヘッドの取付角度のずれの
少なくともいずれかを検出し、その検出結果に基づいて最適なインクデューティー比を選
択すると共に、選択されたインクデューティー比に対応するマスクパターンを選択するこ
とを特徴とするインクジェット記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記録装置、たとえばインクジェット記録装置において、特に往復印字の際の着
弾ドットの位置ずれによる画像の質の低下を目立たなくさせる記録装置に関する。
【０００２】
さらに特定すれば、本発明は上記の着弾ドットの位置ずれの補正を機械的な調整を要する
ことなく、容易に行うことができる記録装置に関する。
【０００３】
【従来の技術】
複写装置や、ワードプロセッサ、コンピュータ等の情報処理機器、および通信機器の普及
に伴い、情報を画像として記録する装置、たとえばインクジェット方式による記録ヘッド
を用いてデジタル画像記録を行う記録装置が急速に普及している。
【０００４】
このような記録装置においては、記録速度の向上のため、複数の記録素子を集積配列した
記録ヘッドすなわちマルチヘッドが用いられ、たとえばインクジェット記録装置において
は、複数のインク吐出口および流路を集積配列したマルチヘッドを備え、またカラー画像
に対応して各色毎の複数のマルチヘッドを備えた記録装置が一般的となっている。
【０００５】
図１には、このようなインクジェット記録装置の記録部分の一般的な構成を示す。このも
のは、記録媒体として帯状の記録紙にインクジェット方式で画像を記録するものである。
【０００６】
図中の２は、帯状の記録紙１の送り用のステップモータであって、このステップモータ２
の回転は駆動ベルト３およびプーリ４を介して搬送ローラ５に伝達される。そして、この
搬送ローラ５とピンチローラ６とで挟圧された記録紙１は、第１および第２のガイドロー
ラ７，８に案内され、その長手方向すなわち副走査方向Ｙに所定のタイミングで送り出さ
れる。
【０００７】
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また、図中の１０は、キャリッジを駆動する主走査モータであって、この主走査モータ１
０の出力軸に取付けられたプーリ１１には無端状のタイミングベルト１２が掛け渡され、
このタイミングベルト１２にはキャリッジ１３が固定されている。そして、このキャリッ
ジ１３は、主走査方向Ｘと平行に設けられた一対のガイド１４に案内され、この主走査方
向Ｘに往方向Ｒおよび復方向Ｌに往復移動するように構成されている。
【０００８】
また、上記のキャリッジ１３には、カラー画像を記録するため、４色の各色毎の４個のマ
ルチヘッド１５，１６，１７，１８が設けられている。図中の１５は黒のインクを吐出す
るマルチヘッド、１６はシアンインクを吐出するマルチヘッド、１７はマジェンタインク
を吐出するマルチヘッド、１８はイエローインクを吐出するマルチヘッドである。上記の
各マルチヘッド１５，１６，１７，１８には、インクドロップレットを吐出する複数の吐
出口が配列されている。
【０００９】
ところで、このマルチヘッドの製造工程の際の製造誤差等により、上記の複数の吐出口か
ら吐出されるインクドロップレットの大きさや方向にばらつきが発生する。そして、この
ようなばらつきにより、印字画像に濃度のむらが発生し、画像の品質を低下させる不具合
がある。
【００１０】
次に、上記のような濃度のむらが発生する過程と、このような濃度のむらを防止する手段
について説明する。図２は、このマルチヘッドたとえばマルチヘッド１５と、インクドロ
ップレットの記録媒体上の着弾ドットのパターン、および濃度分布を示す。図２は、この
マルチヘッド１５の各吐出口２０から吐出されるインクドロップレット２１の大きさおよ
び方向が均一な場合である。このような場合には、これらインクドロップレット２１の記
録紙上の着弾ドット２２の大きさおよび配列が均一となり、図２の右側に示すように、画
像の濃度分布が均一となる。
【００１１】
また、図３にはこのマルチヘッド１５の各吐出口２０から吐出されるインクドロップレッ
ト２１の大きさおよび方向が不均一な場合を示す。このような場合には、図３の中央部に
示すように、これらインクドロップレット２１の記録紙上の着弾ドット２２の大きさおよ
び配列が不均一となり、図３の右側に示すように、画像の濃度分布が不均一となる。
【００１２】
この図３に示すように、着弾ドット２２大きさや配列が不均一となると、主走査方向に対
して、周期的にエリアファクター１００％を満たせない白紙の部分が存在したり、また逆
に不必要にドットが重なり、また白い筋が発生する。このような不具合は、目視では通常
濃度むらとして感知され、解像度の低下、コントラストの低下等、画像の品質の低下を招
く。
【００１３】
次に図４を参照して、上記のような濃度のむらを防止する手段について説明する。この手
段は、１回の走査で全てのドットを埋めずに、互いに補完する２つのマスクパターンを用
い、これを２回の走査すなわち２パスで全てのドットを埋めて画像を完成させるものであ
る。
【００１４】
図４には、これらの各走査すなわちパスと、吐出されるインクドロップレット２１の関係
を示す。マルチヘッド１５は図３に示されているものと同一のものである。このマルチヘ
ッド１５には、８個の吐出口２０が形成され、かつ記録紙１は副走査方向にこのマルチヘ
ッド１５の半分だけ、すなわち吐出口４個分だけ走査されるものである。なお、実際の装
置では、記録紙１が副走査方向に移動されるものであるが、この図４では、理解を容易に
するために、マルチヘッド１５を各走査ごとにこの記録紙１に対して相対的にずらして描
いてある。
【００１５】
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まず、図５の（ａ）に示すように、第１回目すなわち１パスの走査でこの図４および図５
に描かれた記録すべき画像領域の上半分をマルチヘッド１５の下半分の４個の吐出口２０
から吐出されるインクドロップレットにより、ドット２２を記録する。この場合のドット
のマスクパターンは、全部のドットの１／２に相当する数のドット２２を一つおきの千鳥
状に配列したパターンである。
【００１６】
次に、図５の（ｂ）に示すように、この記録紙１をマルチヘッド１５の全長の１／２だけ
副走査方向に移動させる。なお、前述のように、この図ではマルチヘッド１５が記録紙１
に対して相対的に移動したように描かれている。そして、このマルチヘッド１５が２パス
目の走査を行い、全部の吐出口２０からのインクドロップレットにより、画像領域全体に
ドット２２を形成する。この場合のドット２２のマスクパターンは、上記の千鳥状のマス
クパターンを補完するような逆の千鳥状のパターンである。これにより、この画像領域の
上半分の画像が完成する。
【００１７】
次に、図５の（ｃ）に示すように、再び記録紙１をマルチヘッド１５の全長の１／２だけ
副走査方向に移動させ、次いでマルチヘッド１５の３パス目の走査を行い、上半分の４個
の吐出口２０からのインクドロップレットにより、画像領域の下半分にドットを形成する
。この場合のマスクパターンは、前述の千鳥状のパターンである。これにより、この画像
領域全体の画像が完成する。
【００１８】
なお、上記の図４および図５では、所定の１単位の画像領域のみ描かれているので、この
画像領域の上半分、下半分を別々のパスにより記録するように説明されているが、実際の
ものでは、この画像領域は上下に連続しているので、１パス目の走査では、マルチヘッド
１５の上半分の４個の吐出口２０からのインクドロップレットにより上に隣接する画像領
域の下半分に千鳥状のパターンでドットを形成し、また３パス目の走査では、マルチヘッ
ド１５の下半分の４個の吐出口２０からのインクドロップレットにより下に隣接する画像
領域の上半分に千鳥状のパターンでドットを形成するものである。したがって、実際には
、千鳥状、逆千鳥状の２つのマスクパターンで２パスで画像を完成する。
【００１９】
このようにして形成されたドットパターンは、図４の中央部に示すように、ドット２２の
大きさや間隔の不均一が分散され、濃度のむらを解消する。なお、上記のものでは、２パ
スで画像を完成させているが、このように複数パスで画像を完成させる方法、すなわちマ
ルチパス記録法では、パス数が多くなる程濃度がより均一化する。たとえば、全ドット数
の１／４の互いに補完する４個のマスクパターンで４パスで画像を完成させるものでは、
濃度がより均一化する。
【００２０】
なお、このようにパス数が多くなると、単位画像領域の画像を完成させるに必要な時間が
長くなり、印字速度が遅くなる不具合がある。このような不具合を防止するには、マルチ
ヘッドの往動時にのみ印字走査をおこなわせるだけでなく、復動時にも印字走査をおこな
う往復印字走査と云う記録方法もある。このような方法によれば、キャリッジが例えば図
１の往方向Ｒに移動するときだけでなく、復方向Ｌに移動するときにも印字走査が行われ
、記録時間を半分にすることができる。
【００２１】
ところで、上記のようなマルチパス記録では、インクドロップレットの大きさや方向のば
らつきによる濃度の不均一は防止できるが、その他の要因、たとえば往復印字走査の場合
に、復動印字の際のインクドロップレットの吐出タイミングの遅れや、マルチヘッドの取
付け角度のずれ等に起因して、濃度低下や規則的に濃度が相違する部分が帯状に発生する
等の不具合が発生することが判明した。
【００２２】
このような不具合は、上記のマルチパス記録の場合の規則性に基づくものである。すなわ
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ち、たとえば４パスで往復印字走査を行う場合には、マルチヘッドの複数の吐出口が４群
に分けられ、各群では全記録画素のうち互いに１／４ずつの互いに相違する４個のマスク
パターンを用いて、往動または復動走査で各単位画像領域にインクドロップレットを記録
媒体に着弾させる。
【００２３】
このため、このような方法では、４個の単位画像領域が形成され、各単位画像領域では、
どの群の吐出口から吐出されたインクドロップレットが単位画像領域のどの位置に着弾し
てドットを形成するか、およびこのドットが往動走査で形成されたのか、または復動走査
で形成されたのかが、各単位領域ごとに相違するが、この着弾ドットのパターンは規則的
であり、４個の画像領域単位で反復する。
【００２４】
もちろん、各インクドロップレットが所定の位置に正確に着弾すれば問題はないが、前記
のようにインクドロップレットの吐出タイミングのずれ、マルチヘッドの取付け角度のず
れ等が発生すると、各ドットの位置ずれが発生する。前述の各インクドロップレットの大
きさや吐出角度のずれは、ランダムであるので、このようなマルチパス記録法により濃度
むらを解消できるが、上記のようなインクドロップレットの吐出タイミングのずれ、マル
チヘッドの取付け角度のずれ等は規則的であるので、この規則性と上記のマルチパス記録
の規則性とが重畳し、これらに起因するドットのずれは規則的に現れ、濃度の低下を招き
、また濃度の相違する縞が現れる不具合が生じ、このような不具合はバンディングと称さ
れている。
【００２５】
以下、この濃度低下やバンディング発生の原理について図７ないし図１２を参照して説明
する。なお、実際のドットは、図２に示すように、これらドットが正規に着弾した場合に
おいて隣接するドットの一部が互いに重なり、記録媒体上にドットで覆われていない無地
の部分が形成されないように設定されている。しかし、以降の図では、ドットの位置およ
びずれの関係を明確にするために、各ドットが正規の配列パターンの場合には、隣接する
ドットが互いに重ならないような大きさに各ドットを図示してある。
【００２６】
まず、図７および図１２を参照して各走査におけるマスクパターンと、当該マスクパター
ンよって記録されるドットとの関係について説明する。なお、これ以降、第１回目の走査
を「第１スキャン」、第２回目の走査を「第２スキャン」、第３回目の走査を「第３スキ
ャン」、第４回目の走査を「第４スキャン」と呼称することとする。また、この図７では
、一つのマルチヘッド例えばマルチヘッド１５について説明してあるが、他のマルチヘッ
ド１６，１７，１８についても同様である。また、実際の装置では、記録紙が副走査方向
に移動するものであるが、この図７ではマルチヘッド１５が記録紙に対して相対的に移動
したように描かれており、かつ各スキャンごとのマルチヘッド１５の位置を描いてある。
【００２７】
まず、上記のマルチヘッド１５は、インクドロップレットの吐出口２０が１６個配列され
ており、これらは４個ずつ、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４群に分けられている。また、上記の記録
紙は、副走査方向にこのマルチヘッド１５の長さの１／４ずつ、すなわち各群の４個の吐
出口分ずつ移動され、この移動ごとにマルチヘッド１５が往動および復動スキャンを行い
、図１２に示されるそれぞれ異なる４個のマスクパターンでドットを形成する。ここでマ
スクパターンの黒丸で示され画素が記録画素、白丸で示されるのが非記録画素である。
【００２８】
このような作動では、記録紙上に第１画像領域から第４画像領域の４個の単位画像領域が
形成される。そして、各画像領域では、往動の第１スキャンで第１スキャン用のマスクパ
ターンを用いてＤ群の吐出口２０からのインクドロップレットでドットＤが形成され、ま
た復動の第２スキャンで第２スキャン用のマスクパターンを用いてＣ群の吐出口２０から
のインクドロップレットでドットＣが形成され、また往動の第３スキャンで第３スキャン
用のマスクパターンを用いてＢ群の吐出口２０からのインクドロップレットでドットＢが
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形成され、また復動の第４スキャンで第４スキャン用のマスクパターンを用いてＡ群の吐
出口２０からのインクドロップレットでドットＡが形成され、以下、このような作動を繰
り返して画像を完成させてゆくものである。
【００２９】
次に、このような走査により画像を形成する際に、インクドロップレットの吐出タイミン
グがずれた場合に生じる記録媒体上でのドットの配列パターンへの影響を説明する。なお
、ドット内の右向きの矢印は往動時に、左向きの矢印は復動時に着弾されたことを示して
いる。また、図８ないし図１１については、図中上から順に第１ないし第４画像領域を示
している。この各画像領域は、説明と理解を容易にするために、間隔を空けて図示してい
る。
【００３０】
図８には、上記のずれが全く無い正規の場合のドットパターンが示されている。この場合
には、ドットＡ、ドットＢ、ドットＣ、ドットＤ、は、正確に格子状に配列され、それら
の間隔は均一である。
【００３１】
次に、たとえば復動すなわち復路において、インクドロップレットの吐出タイミングに遅
れが発生した場合のドットの配列を図９に示す。この図９では、この遅れが２／１０ドッ
トピッチ（３６０ｄｐｉの場合には０．０１４ｍｍ）ずれた場合を示しているが、各ドッ
トの大きさは実際とは相違し、説明のために模式的に示してある。なお、図９の左端には
、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの各ドットのずれ量を示してあり、復路のドット、すなわち図中左向き
の矢印が付されたドットのみ正規の位置（図中上下方向に延在する線分）より左側にずれ
ている。
【００３２】
この図９から明らかなように、主走査方向のドットライン上において、復動時のドットＢ
，Ｄが隣接する往動時のドットＡ，Ｃと一部重なるか、もしくはドットの間隔が広がる。
隣接ドットの間隔が広がると、インクドロップレットが着弾されていない無地の部分が増
えることになり、このため各画像領域ではその濃度が低下し、コントラストの低下、解像
度の低下等、画像の品質の低下を招く。なお、この場合には、各画像領域におけるドット
の配列パターンはほぼ同じであるので、単に全画像領域の濃度が平均的に低下したように
見え、全画像領域全体としての品質の劣化はさほど目立たない。
【００３３】
次に、マルチヘッド１５が主走査方向と副走査方向とを含む平面内で正規の取付け角度か
らマルチヘッド１５の上部を中心に傾いた場合のドットの配列パターンを図１０に示す。
なお、図１０の左端には、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの各ドットのずれ量を示してあり、ドットＡを
中心（正規の位置）に、ドットＢが１／１０ドットピッチ、ドットＣが２／１０ドットピ
ッチ、ドットＤが３／１０ドットピッチだけ正規の位置から右方にずれている。
【００３４】
この図１０から明らかなように、主走査方向のドットライン上において、ドットＡとドッ
トＤの間隔が広くなっており、インクドロップレットの着弾されていない無地の部分が増
えている。このため各画像領域ではその濃度が低下し、コントラストの低下、解像度の低
下等、画像の品質の低下を招く。なお、この場合にも、各画像領域におけるドットの配列
パターンはほぼ同じであるので、単に全画像領域の濃度が平均的に低下したように見え、
全画像領域全体としての品質の劣化はさほど目立たない。
【００３５】
このように、単にインクドロップレットの吐出タイミングがずれただけ、あるいは、マル
チヘッド１５が正規の取付角度からずれただけでは、記録される画像の品質の劣化はそれ
ほど目立たない。しかしながら、この両者が同時に発生した場合には、記録される画像の
品質の劣化が顕著に目立ってしまう。
【００３６】
図１１には、復動すなわち復路においてインクドロップレットの吐出タイミングに遅れが
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発生し、かつマルチヘッド１５が正規の取付角度から傾けられて取付けられた場合のドッ
トの配列パターンが示されている。
【００３７】
なお、図１１の左端には、タイミングの遅れと角度の傾きが複合された場合のＡ，Ｂ，Ｃ
，Ｄの各ドットのずれ量が示されている。なお、吐出タイミングのずれ（遅れ量）、さら
にマルチヘッド１５の取付角度のずれ（方向、量）は、それぞれ前述した場合と同じであ
り、両者のずれ量が重畳されている。このため各ドットの正規の位置からのずれ量は第１
、第３画像領域では、ドットＡが左方に２／１０ドットピッチ、ドットＢが右方に２／１
０ドットピッチ、ドットＣが０、ドットＤが右方に３／１０ドットピッチずれることにな
り、また第２、第４画像領域ではドットＡが０、ドットＢが左方に１／１０ドットピッチ
、ドットＣが右方に２／１０ドットピッチ、ドットＤが左方に１／１０ドットピッチだけ
ずれる。
【００３８】
この図から明らかなように、第１画像領域と第３画像領域とはほぼ同じドット配列パター
ンであり、第２画像領域と第４画像領域とはほぼ同じドット配列パターンとなっているが
、第１、第３画像領域と第２、第４画像領域とは異なるドット配列パターンとなっている
。そして、主走査方向におけるドットライン上での隣接ドットの最大間隔が第１，３画像
領域の方が第２，４画像領域に対して大きいため、画像濃度が低く見える。つまり、記録
媒体上の第１ないし第４画像領域が順に形成されると、濃度レベルが低、高、低、高、低
・・・と繰り返されることになり、画像領域ごとに濃度むらが交互に現れるいわゆるバン
ディングが現れ、画像領域全体の画像の品質の劣化が顕著に目立ってしまう。
【００３９】
上記のように、インクドロップレットの吐出タイミングのずれ、またはマルチヘッドの取
付け角度のずれのみの場合には、解像度、コントラストの低下等、画像品位の低下を招き
、好ましくはない。また、インクドロップレットの吐出タイミングのずれ、およびマルチ
ヘッドの取付け角度のずれが重なった場合には、各単位画像領域ごとの縞状の濃度むらす
なわちバンディングが発生し、画像品位の大幅な低下を招く。
【００４０】
もちろん、このような不具合を防止するには、インクドロップレットの吐出タイミングや
、マルチヘッドの取付け角度等を較正すればよい。しかし、上記の吐出タイミングや取付
け角度の較正は面倒な作業であるとともに、この記録装置の使用期間中にこれら吐出タイ
ミングや取付け角度が経時的に変化し、これらを常に正確に調整、較正することは困難で
あった。
【００４１】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は以上の事情に基づいてなされたもので、マルチパス記録法において発生する濃度
低下やバンディング等による画像品質の低下を効果的に低減し、かつインクドロップレッ
トの吐出タイミングや、マルチヘッドの取付け角度等の調整や較正を特に必要とせず、簡
単に画像品質の劣化を低減できる記録装置を提供するものである。
【００４２】
【課題を解決するための手段】
請求項１に記載の発明は、非記録画素と記録画素とが配列され、各記録走査毎に互いに補
完するマスクパターンを設定し、インクを吐出する複数の吐出部を有する記録ヘッドを記
録媒体の同一記録領域に対して、前記マスクパターンに基づいて複数回走査することによ
り画像を完成するインクジェット記録装置において、記録媒体上の単位面積当たりに付着
されるインク量を、正規のインク量に対する比率であるインクデューティー比を１００％
以上とするように、記録媒体上の同一画素について記録画素が重複する重複記録画素を前
記マスクパターンに設定したことを特徴とするものである。
【００４３】
前述したように、インクの吐出のタイミングのずれ、または記録ヘッドの取付角度のずれ
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、またはその両方が重なった場合には、これによる画像への悪影響は濃度の低下あるいは
濃度むらとなって現れる。よって、このような不具合が発生した場合には、インクデュー
ティー比を１００％以上とし、濃度を高くすることにより上記の濃度低下あるいは濃度む
らによる画像品質の低下を防止できる。
【００４４】
このような発明によれば、インクの吐出タイミングの調整、記録ヘッドの取付角度の調整
などの面倒な調整作業をおこなうことなく、単にインクデューティー比を大きくして濃度
を高くするだけで、これらのずれによる画像品質の劣化を低減することができ、調整が極
めて簡単である。
【００４５】
特に、バンディングすなわち画像領域の間で全体の濃度に差が発生し、記録される記録画
素即ち着弾ドットが所定の正規の配列位置からずれている場合には有効で、他のマスクパ
ターン、すなわち他のスキャンで記録されるマスクパターンの同一画素に重複して着弾ド
ットを重ねれば、この画素における複数の着弾ドットは必ず互いにずれて記録され、最終
的なドットの径が実質的に大きくなる。このため、この領域においては、ドットで覆われ
る部分の面積が広くなり、エリアファクターが増大するのでこの領域の濃度が高くなり、
濃度の低下や規則的に現れる濃度の相違する縞を解消し、バンディングを防止できる。
【００４６】
また、単にドットを重複して記録するだけの簡単な操作であるため、インクドロップレッ
トの吐出タイミングや、マルチヘッドの取付け角度等の調整、較正を必要とせず、マルチ
ヘッドの制御回路を変更するだけで簡単に実施でき、また装置の構造も複雑になることは
ない。
【００４７】
また、上記の重複記録画素の数は調整可能であるので、記録紙の紙質、インクの種類、そ
の他の条件に対応して重複記録画素の数、すなわちこの画像領域の濃度を適切に設定する
ことができ、画像の品質の低下、バンディングをより効果的に防止できる。
【００４８】
なお、本明細書における「インクデューティー比」とは、記録媒体の単位面積当たりに付
着されるインクの正規の量を１００％とした場合に、実際に記録媒体上の単位面積当たり
に付着されるインクの量の比率を示すものとする。
【００４９】
なお、このインクデューティー比を１００％以上とする手段は、後述するように、記録媒
体のピクセル上にドットを二度打ちする場合、または記録ヘッドに印加する電圧や駆動デ
ューティー比を調整して吐出されるインクドロップレットの量を変更する場合、その他の
場合を含むものとする。
【００５０】
また、上記の重複記録画素の数は調整可能であるので、記録紙の紙質、インクの種類、そ
の他の条件に対応して重複記録画素の数、すなわちこの画像領域の濃度を適切に設定する
ことができ、画像の品質の低下、バンディングをより効果的に防止できる。
【００５１】
また、請求項８に記載の発明は、記録媒体上の単位面積当たりに付着されるインク量を、
正規のインク量に対する比率であるインクデューティー比を１００％以上とするように、
各記録走査毎に前記記録ヘッドに印加する電圧を変化させることを特徴とするものである
。
【００５２】
従って、この電圧を変化させることにより、吐出されるインクドロップレットの径が大き
くなり、着弾ドットの径も大きくなる。よって、この領域の濃度を高くし、濃度の低下や
領域ごとの濃度の差を解消し、バンディングを防止できる。
【００５３】
また、このような操作は、単に記録ヘッドに印加する電圧を変化させるだけの簡単な操作
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であり、インクドロップレットの吐出タイミングや、マルチヘッドの取付け角度等の調整
、較正を必要とせず、マルチヘッドの駆動回路を変更するだけで簡単に実施でき、また装
置の構造も複雑になることはない。
【００５４】
また、上記の電圧すなわちインクドロップレットの径は調整可能であるので、記録紙の紙
質、インクの種類、その他の条件に対応してドットの径、すなわちこの画像領域の濃度を
適切に設定することができ、バンディングをより効果的に防止できる。
【００５５】
また、請求項１３に記載の発明は、記録媒体上の単位面積当たりに付着されるインク量を
、正規のインク量に対する比率であるインクデューティー比を１００％以上とするように
、各記録走査毎に前記記録ヘッドの各吐出部に設けられるヒータの駆動デューティーを変
化させることを特徴とするものである。
【００５６】
従って、バブルジェット方式の記録ヘッドでは、このヒータの駆動デューティを変化させ
ることにより、吐出されるインクドロップレットの径が大きくなり、着弾ドットの径も大
きくなる。よって、この領域の濃度を高くし、濃度の低下や領域ごとの濃度の差を解消し
、バンディングを防止できる。
【００５７】
また、このような操作は、単に記録ヘッドのヒータの駆動デューティを変化させるだけの
簡単な操作であり、インクドロップレットの吐出タイミングや、マルチヘッドの取付け角
度等の調整、較正を必要とせず、マルチヘッドの駆動回路を変更するだけで簡単に実施で
き、また装置の構造も複雑になることはない。
【００５８】
また、上記の駆動デューティすなわちインクドロップレットの径は調整可能であるので、
記録紙の紙質、インクの種類、その他の条件に対応してドットの径、すなわちこの領域の
濃度を適切に設定することができ、バンディングをより効果的に防止できる。
【００５９】
また、請求項１８に記載の発明は、前記記録ヘッドにより記録されたテストパターンを読
み取り、その読取結果から前記記録ヘッドからのインクの吐出タイミングのずれまたは前
記記録ヘッドの取付角度のずれの少なくともいずれかを検出し、その検出結果に基づいて
最適なインクデューティー比を選択すると共に、選択されたインクデューティー比に対応
するマスクパターンを選択することを特徴とするものである。
【００６０】
前述のように、インクの吐出タイミングのずれ、記録ヘッドの取付角度のずれによる影響
は、濃度低下、濃度むらとなって現れ、これにより画像の品質が劣化する。このような影
響は、画像の目視により判定しなければならず、その判定に熟練を必要とするが、この発
明によれば、テストパターンのドットの分布から、インクの吐出タイミングや記録ヘッド
の取付角度のずれを検出でき、これらから着弾ドットの配列パターンを予め判別し、濃度
低下や濃度むらの態様を予め判定して適切な濃度の補正が自動的にできる。
【００６１】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照して本発明の実施形態を説明する。図６、７および図１３ないし図４６を
参照して本発明の第１の実施形態を説明する。この実施形態は、インクジェット記録装置
であって、互いに記録画素配列が異なる４個のマスクパターンを用いて４パス記録を行う
マルチパス記録法で、かつキャリッジの往路および復路の両方で印字をおこなう往復印字
走査を行う記録装置に本発明を適用したものである。
【００６２】
図６には、この記録装置の要部を概略的に示したもので、この装置の記録部分の構成は前
述の図１に示したものと略同様である。すなわち、図中の２は、帯状の記録紙１の送り用
のステップモータであって、このステップモータ２の回転は駆動ベルト３およびプーリ４
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を介して搬送ローラ５に伝達される。そして、この搬送ローラ５とピンチローラ６とで挟
圧された記録紙１は、第１および第２のガイドローラ７，８に案内され、その長手方向す
なわち副走査方向Ｙに所定のタイミングで送り出される。
【００６３】
また、図中の１０は、キャリッジを駆動する主走査モータであって、この主走査モータ１
０の出力軸に取付けられたプーリ１１には無端状のタイミングベルト１２が掛け渡され、
このタイミングベルト１２にはキャリッジ１３が固定されている。そして、このキャリッ
ジ１３は、主走査方向Ｘと平行に設けられた一対のガイド１４に案内され、この主走査方
向Ｘに往方向Ｒおよび復方向Ｌに往復移動するように構成されている。
【００６４】
また、上記のキャリッジ１３には、カラー画像を記録するため、４色の各色毎の４個のマ
ルチヘッド１５，１６，１７，１８が設けられている。図中の１５は黒のインクを吐出す
るマルチヘッド、１６はシアンインクを吐出するマルチヘッド、１７はマジェンタインク
を吐出するマルチヘッド、１８はイエローインクを吐出するマルチヘッドである。
【００６５】
上記のステップモータ２、主走査モータ１０およびキャリッジ１３のマルチヘッド１５，
１６，１７，１８等は、制御部３０によって制御されるように構成されている。また、こ
の制御部３０には、操作部３１からの信号が入力されるように構成され、記録紙の紙質、
印字モードやその他の各種設定値が設定可能となっている。
【００６６】
また、上記のマルチヘッド１５，１６，１７，１８からのインクドロップレットの吐出の
パターンすなわちマスクパターンは、パターン設定器３２により制御されている。また、
このパターン設定器３２では、正規のパターンでインクドロップレットの吐出を制御する
他に、所定のパターンで重複したドットを形成するように構成されている。なお、このパ
ターン設定器３２の作用は後述する。
【００６７】
次に、上記のようなバンディングを解消する手段について説明する。本発明の基本的な手
段は、ドットの径を大きくし、記録媒体上の単位面積当たりに付着するインクの量、すな
わちインクデューティー比を大きくし、これにより濃度を高めて濃度むらを解消するもの
である。
【００６８】
この実施形態の場合には、記録媒体上の記録されるべき全ピクセルに対してインクドロッ
プレットを着弾させるとともに、記録されるべき全ピクセルよりも少ない数のピクセルに
対してさらにインクドロップレットを着弾させる、いわゆる二度打ちを行うように各スキ
ャンのマスクパターンを設定している。すなわち、ドットが２つ着弾されたピクセル上の
ドット径は、実質的に他の（１つしか着弾されていない）ピクセル上のドット径より大き
くなり、これによって濃度低下の原因である記録媒体上の無地部分を覆うようにするもの
である。なお、記録媒体のピクセル上に着弾された２つのドットから形成された径の大き
なドットを複合ドットと称し、さらに、各マスクパターンの正規の記録画素に対応して着
弾するドットを通常ドットと称し、各マスクパターンで他のマスクパターンの通常ドット
に重ねて二度打ちされるドットを重複ドットと称する。また、重複ドットに相当するマス
クパターン上の記録画素を重複記録画素と称する。
【００６９】
図１２の従来の８×８画素のマスクパターンは、記録媒体上の記録されるべき全ピクセル
に対してインクドロップレットがそれぞれ１つずつ着弾される、いわゆるインクデューテ
ィー比１００％の場合のマスクパターンを示している。（黒丸が記録画素、白丸が非記録
画素）これに対して本実施形態のマスクパターンは、図１３に示すように、図１２のマス
クパターンに比べて、インクデューティー比が１０６％となるように、各スキャンにおけ
るマスクパターンにそれぞれ重複記録画素を１個設けている。図中でハッチングを付した
丸が重複記録画素である。これらのマスクパターンを用いて４パス記録を行うと、重複記
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録画素に基づいて重複インクドロップレットが吐出され、記録媒体上に通常ドットと重ね
て重複ドットが二度打ちされ、複合ドットを形成することになる。
【００７０】
なお、上記のようなマスクパターンを用いて記録媒体上にドットを着弾させる過程を図４
７ないし図５２を参照して説明する。まず最初に、第１スキャン用のマスクパターンを用
い往動の第１スキャンで図４７に示すようなドットパターンで通常ドットＤを着弾させる
。この場合に、この画像領域の２行２列の位置Ｐ１のピクセルに重複記録画素に対応して
重複ドットＤが着弾する。
【００７１】
次に、第２スキャン用のマスクパターンを用い、復動の第２スキャンで図４８に示すよう
に通常ドットＣを着弾させる。さらに、第３スキャン用のマスクパターンを用い往動の第
３スキャンで図４９に示すようなドットパターンで通常ドットＢを着弾させる。この場合
に、２行２列の位置Ｐ１のピクセルに上記の重複ドットＤが着弾しているので、この上に
通常ドットＢが着弾して２個のドットが重なった複合ドットが形成される。なお、上記の
ように、重複ドットＤと通常ドットＢとの着弾順序は、どちらが先でもよく、この場合の
ように重複ドットＤが着弾した後に通常ドットＢが着弾する場合もある。
【００７２】
さらに、第４スキャン用のマスクパターンを用い、復動の第４スキャンで図５０に示すよ
うに通常ドットＡを着弾させる。この場合に、この画像領域の４行７列の位置Ｐ２に重複
記録画素に対応して重複ドットＡが着弾する。この重複ドットＡは、先に着弾している通
常ドットＣと重なり、複合ドットを形成する。
【００７３】
図５１には、通常ドットＢと重複ドットＤがずれて着弾した場合に形成される複合ドット
２２Ｄの一例を示す。このように、ドットがずれた場合には、略長円方の大きな複合ドッ
ト２２Ｄが形成される。また、図５２には、通常ドットＢと重複ドットＤとが同じ位置に
着弾した場合に形成される複合ドット２２Ｄの例を示す。この場合には、この複合ドット
２２Ｄは略円形になり、図５１の複合ドット２２Ｄより面積はやや小さくなるが、通常の
１個のドットの場合より大径となる。
【００７４】
なお、この重複ドットすなわち複合ドットの位置は、バンディングを解消するに適した位
置に均一に分散するように設定する。前述した図９ないし図１１に示すように、インクド
ロップレットの吐出タイミングのずれ、またはマルチヘッドの取付け角度のずれ、または
これらが両方重なった場合のドットのパターンのずれ、すなわちバンディングの態様は、
予め解析しておくことができる。よって、このような予備的な解析に基づいて、重複ドッ
トの位置を適宜設定しておくことができる。
【００７５】
この図１３に示したようなマスクパターンで重複ドットを設定した場合の効果を示す。図
１９ないし図２２には、上記のようなマルチヘッドの取付け角度のずれと往復時のインク
ドロップレットの吐出タイミングの遅れとが重なった場合に、重複ドットを打たなかった
場合の第１ないし第４の画像領域の全ドットの着弾パターンを示す。そして、図２３ない
し図２６には、同様な場合に図１３に示すマスクパターンで重複ドットを打った場合の全
ドットの着弾パターンを示す。これらの図を比較すると、各画像領域ごとの濃度の差が縮
小し、バンディングが減少していることが示されている。
【００７６】
また、図１４には、インクデューティー比が１１３％となるように、各スキャンごとに２
個の重複ドットを設定した場合のマスクパターンを示す。そして、この場合のドットの着
弾パターンを図２７ないし図３０に示す。この場合にも、図１９ないし図２２と比較して
、各画像領域ごとの濃度の差が縮小し、バンディングが減少していることが示されている
。
【００７７】
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また、図１５には、インクデューティー比が１１９％となるように、各スキャンごとに３
個の重複ドットを設定した場合のマスクパターンを示す。そして、この場合のドットの着
弾パターンを図３１ないし図３４に示す。この場合にも、図１９ないし図２２と比較して
、各画像領域ごとの濃度の差が縮小し、バンディングが減少していることが示されている
。
【００７８】
また、図１６には、インクデューティー比が１２５％となるように、各スキャンごとに４
個の重複ドットを設定した場合のマスクパターンを示す。そして、この場合のドットの着
弾パターンを図３５ないし図３８に示す。この場合にも、図１９ないし図２２と比較して
、各画像領域ごとの濃度の差が縮小し、バンディングが減少していることが示されている
。
【００７９】
なお、上記の各例では、重複ドットは、同一方向の主走査方向、すなわち往動スキャン、
または復動スキャンの場合にのみ打つようにしたが、往動スキャンおよび復動スキャンの
両方で重複ドットを打つように設定してもよい。
【００８０】
また、図１７には、インクデューティー比が１１３％となるように、各スキャンごとに２
個の重複ドットを設定した場合のパターンを示す。そして、この場合のドットの着弾パタ
ーンを図３９ないし図４２に示す。この場合にも、図１９ないし図２２と比較して、各画
像領域ごとの濃度の差が縮小し、バンディングが減少していることが示されている。
【００８１】
一般に、ドットの位置ずれはヘッドの走査方向にずれる場合が多い。したがって、上記の
例では、このような走査方向のずれが生じた場合、通常ドットに対する重複ドットの位置
ずれ量が大きくなり、図５１に示すように、より大きな面積の複合ドットが形成される。
よって、濃度の低下、バンディングをより効果的に低減させ、より高い品質の画像が得ら
れる。
【００８２】
また、図１８には、インクデューティー比が１１３％となるように、各スキャンごとに２
個の重複ドットを設定し、かつこれら重複ドットを偶数ライン、奇数ラインに分配した場
合のマスクパターンを示す。そして、この場合のドットの着弾パターンを図４３ないし図
４６に示す。この場合にも、図１９ないし図２２と比較して、各画像領域ごとの濃度の差
が縮小し、バンディングが減少していることが示されている。
【００８３】
このように、重複ドットを偶数ライン、奇数ライン上に配置することにより、全ライン上
に重複ドットすなわち複合ドットが配置される。よって、記録媒体たとえば記録紙の送り
量にむらが発生した場合でも、画像の品質の低下を少なくすることができる。
【００８４】
なお、上述の通常ドット、着弾ドットおよび複合ドットの大きさ等は、各種の条件、たと
えば記録媒体である記録紙の紙質、インクの粘性等により変化する。
したがって、上記のような重複ドットを設定するためのマスクパターンは、これらの条件
および発生するバンディングの予備的な解析結果等から、複数のマスクパターンを設定し
ておき、これらは前述したパターン設定器３２に記憶されている。
【００８５】
なお、本発明者らの実験の結果、この重複ドットの配置パターンは、インクデューティー
比が１０６％～１２５％の範囲がバンディング解消に有効である。また、前述のようにこ
の重複ドットにより形成される複合ドットの径は大きくなるので、これら重複ドットをあ
まり近接させて配置すると、画像のざらつきが大きくなり、画像品位を低下させるので、
これら重複ドットは互いに離れるように均一に配置することが好ましい。
【００８６】
そして、この装置の操作者は、上記の各種の条件に基づいて入力指示部すなわち操作部３
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１を操作し、最適の重複ドットパターンに対応したマスクパターンを選択する。たとえば
、記録紙のインク吸収性が大きい場合には、ドットの大きさが大きくなるので、その分だ
けインクデューティー比が小さくなるようなマスクパターンを選択するようにすればよい
。
【００８７】
なお、この実施形態では、上記の重複ドットのパターンは装置の操作者が設定するように
構成されているが、たとえば制御部３０または外部のコンピュータ等に、記録媒体である
記録紙の紙質、インクの種類等の条件に対応して最適の重複ドットのパターンを選択する
ようなプログラムを設定しておき、各種の条件を入力するだけで自動的に最適の重複ドッ
トのパターンを選択するようにしてもよい。
【００８８】
なお、本発明は上記の第１の実施形態には限定されない。たとえば、図５３には、本発明
の第２の実施形態を示す。このものは、記録ヘッドすなわちマルチヘッド１５，１６，１
７，１８に印加する電圧を設定する電圧設定器４２を備えている。この電圧設定器４２は
、この記録ヘッドに用いられている電気機械変換体、たとえばピエゾ素子に印加させる電
圧を所定の割合で高くし、より径の大きなインクドロップレットを吐出させ、着弾ドット
を大きくして隣接するドットの間の最大間隙を減少させるようにしたものである。
【００８９】
この実施形態では、印加電圧を高くするのは、４回のスキャンのうち第４のスキャンによ
りインクドロップレットを吐出する場合についてである。この電圧設定器４２には、少な
くとも２つの値のヘッド駆動電圧Ｖ１およびＶ２が設定されている。代の電圧Ｖ１は、所
定の印字モードに適した電圧である。第２の電圧Ｖ２は、より大きなインクドロップレッ
トを吐出させるためのヘッド駆動電圧である。
【００９０】
この大きなインクドロップレットにより着弾ドットの径を大きくすることにより、各画像
領域で生じる濃度のむらによるバンディングを解消する。この径の大きなインクドロップ
レットを吐出するのは、第４スキャンに限らず、その他の一つまたは２つのスキャンの際
でもよい。
【００９１】
また、印加電圧はＶ１とＶ２の２個の値に限らず、複数の印加電圧値を印加するようにし
てもよい。この場合に、各スキャンごとに印加電圧を変えてもよい。
このようにすることにより、インクの種類や記録紙の種類等に応じて、最適の径のインク
ドロップレットを吐出させることがてきる。
【００９２】
この実施形態のものは、インクドロップレットのインク量を大きくすることによりドット
径を大きくするもので、その作用効果は前記の第１の実施形態と同様である。なお、この
実施形態のものは、上記の点以外は前記の第１の実施形態と同様の構成であり、図５３中
で第１の実施形態と対応する部分には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【００９３】
また、図５４には、本発明の第３の実施形態を示す。このものは、記録ヘッドすなわちマ
ルチヘッド１５，１６，１７，１８がバブルジェット方式のインクドロップレット吐出機
構を採用している場合のものである。この実施形態のものは、この記録ヘッドの電気熱変
換体であるヒータの駆動デューティを変化させるデューティ設定器５２を備えている。こ
のものは、ヒータの駆動デューティを大きくし、より大きな径のインクドロップレットを
吐出させるもので、これ以外は前記の第２の実施形態と同様の構成である。なお、図５４
中で上記の第１または第２の実施形態に対応する部分は同じ符号を付してその説明は省略
する。
【００９４】
また、図５５には本発明の第４の実施形態を示す。このものは、キャリッジ１３にドット
スキャナ６１を設け、印字に先立って行われる各マスクパターンのテストパターンの印字
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のドットの配列パターンをこのドットスキャナ６１により検出するように構成されている
。そして、このドットの配列パターンは、テストパターン判定部６２で処理され、前述し
たようなインクドロップレットの吐出タイミングの遅れや、マルチヘッドの取付角度のず
れ等が判定される。
【００９５】
そして、これにより前述のような印字の際のドットの配列パターンおよびこれに基づく濃
度の低下や濃度むら等が予め判定され、これらに基づいて最適のマスクパターンのインク
デューティー比の選択等の濃度調整が自動的に行われる。
【００９６】
前述のように、インクドロップレットの吐出タイミングの遅れや、マルチヘッドの取付角
度のずれ等による画像への影響は、濃度低下、濃度むら等となって現れ、これにより画像
の品質が劣化する。このような画像品質の劣化は、目視により判定されなければならない
が、正確な劣化判定には熟練を必要とする。しかし、この実施形態のものは、テストパタ
ーンから吐出タイミングのずれや記録ヘッドの取付角度のずれを自動的に判定して最適の
濃度調整ができ、非熟練者であっても、容易に操作でき、かつ正確な濃度調整が可能であ
り、より高品質の画像が得られる。
【００９７】
なお、図５５中で上記の第１の実施形態に対応する部分は同じ符号を付してその説明は省
略する。また、この実施形態では、濃度調整は前記の第１の実施形態と同様に重複ドット
によるインクデューティー比の調整によりおこなっているが、前述の第２または第３の実
施形態のように、ヘッドへの印加電圧の調整、駆動デューティーの調整などにより行って
も良い。
【００９８】
さらに、本発明は、上記のような実施形態にも限定されず。たとえば濃度調整手段は、全
インクドロップレットの径すなわちインク量の調整により行ってもよく、要は記録媒体上
の単位面積当たりに付着されるインクの量を正規の場合より多くして濃度調整を行えば良
い。
【００９９】
また、本発明は上記の実施形態にも限定されず、たとえばインクジェット方式の記録装置
に限らず、レーザプリンタ等の他のデジタル形の記録方式のものにも適用が可能である。
【０１００】
なお、上述したように、本明細書には以下のような発明が開示され、かつ含まれている。
【０１０１】
（１）　非記録画素と記録画素とが配列され、各記録走査毎に互いに補完するマスクパタ
ーンを複数設定し、インクを吐出する複数の吐出部を有する記録ヘッドを記録媒体の同一
記録領域に対して複数回走査することにより画像を完成するインクジェット記録装置にお
いて、
上記の記録ヘッドからのインクの吐出タイミングのずれまたは上記の記録ヘッドの取付角
度のずれの少なくともいずれかに起因する画像の濃度むらを、記録媒体上の単位面積当た
りに付着されるインクの量を、正規のインクの量に対する比率であるインクデューテイ比
を１００％以上とすることにより低減する濃度補正手段を備えたことを特徴とするインク
ジェット記録装置。
【０１０２】
（２）　非記録画素と記録画素とが配列され、各記録走査毎に互いに補完するマスクパタ
ーンを複数設定し、インクを吐出する複数の吐出部を有する記録ヘッドを記録媒体の同一
記録領域に対して複数回走査することにより画像を完成するインクジェット記録装置にお
いて、
上記の複数のマスクパターンのうちの異なるマスクパターン間で同一画素について記録画
素が重複する重複記録画素を設定し、かつこの重複記録画素の数を調整可能としたことを
特徴とするインクジェット記録装置。
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【０１０３】
（３）　前記の（２）において、前記の重複記録画素は、同一方向の走査時に用いられる
複数のマスクパターンに設定されていることを特徴とするインクジェット記録装置。
【０１０４】
（４）　前記の（２）において、前記の重複記録画素は、異なる方向の走査時に用いられ
る複数のマスクパターンに設定されていることを特徴とするインクジェット記録装置。
【０１０５】
（５）　前記の（２）において、
キャリッジが主走査方向に往復移動している間にインクを吐出して画像記録を行う双方向
記録モードと、
キャリッジが主走査方向に往動している間のみにインクを吐出して画像記録を行う片方向
記録モードと、
を有し、
前記の双方向記録モードのマスクパターン群に設定される重複記録画素数を、前記の片方
向記録モード時のマスクパターン群に設定される重複記録画素数よりも増加させることを
特徴とするインクジェット記録装置。
【０１０６】
（６）　前記の（２）において、前記の重複記録画素数の設定値ごとに複数種のマスクパ
ターン群を有し、これら複数種のマスクパターン群から１つを選択させるインクジェット
記録装置。
【０１０７】
（７）　前記（６）において、操作者がマスクパターンを指示するための入力指示部を有
することを特徴とするインクジェット記録装置。
【０１０８】
（８）　前記の（７）において、操作者が前記の記録媒体の種類を入力する入力部と、前
記の入力部の入力値に応じてマスクパターンを選択する選択部とを有するインクジェット
記録装置。
【０１０９】
（９）　非記録画素と記録画素とが配列され、各記録走査毎に互いに補完するマスクパタ
ーンを複数設定し、インクを吐出する複数の吐出部を有する記録ヘッドを記録媒体の同一
記録領域に対して複数回走査することにより画像を完成するインクジェット記録装置にお
いて、
上記の各マスクパターン毎の各記録走査毎に、上記の記録ヘッドに印加する電圧を変化さ
せることを特徴とするインクジェット記録装置。
【０１１０】
（１０）　前記の（９）において、
キャリッジが主走査方向に往復移動している間にインクを吐出して画像記録を行う双方向
記録モードと、
キャリッジが主走査方向に往動している間のみにインクを吐出して画像記録を行う片方向
記録モードと、
を有し、
前記の双方向記録モード時の印加電圧を、前記の片方向記録モード時の印加電圧よりも大
きくすることを特徴とするインクジェット記録装置。
【０１１１】
（１１）　前記の（９）または（１０）において、各記録走査ごとに前記記録ヘッドに印
加する電圧値を複数用意しておき、前記の複数の電圧値から所望の電圧値を選択すること
を特徴とするインクジェット記録装置。
【０１１２】
（１２）　前記（１１）において、操作者が印加電圧を指示するための入力指示部を有す
ることを特徴とするインクジェット記録装置。
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【０１１３】
（１３）　前記の（１１）において、操作者が前記の記録媒体の種類を入力する入力部と
、前記の入力部の入力値に応じて印加電圧を選択する選択部とを有するインクジェット記
録装置。
【０１１４】
（１４）　非記録画素と記録画素とが配列され、各記録走査毎に互いに補完するマスクパ
ターンを複数設定し、インクを吐出する複数の吐出部を有する記録ヘッドを記録媒体の同
一記録領域に対して複数回走査することにより画像を完成するインクジェット記録装置に
おいて、
上記の各マスクパターン毎の各記録走査毎に、上記の記録ヘッドの各吐出部に対応するヒ
ータの駆動デューティを変化させることを特徴とするインクジェット記録装置。
【０１１５】
（１５）　前記の（１４）において、
キャリッジが主走査方向に往復移動している間にインクを吐出して画像記録を行う双方向
記録モードと、
キャリッジが主走査方向に往動している間のみにインクを吐出して画像記録を行う片方向
記録モードと、
を有し、
前記の双方向記録モード時の駆動デューティを、前記の片方向記録モード時の駆動デュー
ティよりも大きくすることを特徴とするインクジェット記録装置。
【０１１６】
（１６）　前記の（１４）または（１５）において、前記の駆動デューティを複数用意し
ておき、前記の複数の駆動デューティーから所望の駆動デューティを選択することを特徴
とするインクジェット記録装置。
【０１１７】
（１７）　前記（１６）において、操作者が駆動デューティを指示するための入力指示部
を有することを特徴とするインクジェット記録装置。
【０１１８】
（１８）　前記の（１６）において、操作者が前記の記録媒体の種類を入力する入力部と
、前記の入力部の入力値に応じて駆動デューティを選択する選択部とを有するインクジェ
ット記録装置。
【０１１９】
（１９）　非記録画素と記録画素とが配列され、各記録走査毎に互いに補完するマスクパ
ターンを複数設定し、インクを吐出する複数の吐出部を有する記録ヘッドを記録媒体の同
一記録領域に対して複数回走査することにより画像を完成するインクジェット記録装置に
おいて、
上記の記録ヘッドからのインクの吐出タイミングのずれまたは上記の記録ヘッドの取付角
度のずれの少なくともいずれかに起因する画像の濃度むらを、記録媒体上の単位面積当た
りに付着されるインクの量を、正規のインクの量に対する比率であるインクデューテイ比
を１００％以上とすることにより低減する濃度補正手段を備え、
この濃度補正手段は、前記の記録ヘッドにより形成されたテストパターンのドットを検出
し、このテストパターンのドットの分布から前記の記録ヘッドからのインクの吐出タイミ
ングのずれまたは上記の記録ヘッドの取付角度のずれの少なくともいずれかを検出し、こ
れに対応して前記のインクデューテイ比を設定するものであることを特徴とするインクジ
ェット記録装置。
【０１２０】
【発明の効果】
上述の如く本発明によれば、マルチパス記録かつ往復印字で記録する場合におけるインク
ドロップレットの着弾ずれや記録ヘッドの取付け角度のずれにより生じる濃度低下や濃度
むらを減少させて画像品質の劣化を減少させることができ、かつインクドロップレットの
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吐出タイミングや記録ヘッドの取付け角度のずれ等を調整、較正する必要もなく、容易に
実施できる等、その効果は大である。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来のインクジェット記録装置の要部の概略図。
【図２】従来のインクジェット記録装置のドットパターンの説明図。
【図３】従来のインクジェット記録装置のドットパターンの説明図。
【図４】従来のインクジェット記録装置のドットパターンの説明図。
【図５】従来のインクジェット記録装置のマスクパターンの説明図。
【図６】本発明の第１の実施形態のインクジェット記録装置の要部の概略図。
【図７】本発明の第１の実施形態のインクジェット記録装置のドットパターンの説明図。
【図８】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図９】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図１０】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図１１】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図１２】第１の実施形態のマスクパターンの説明図。
【図１３】第１の実施形態のマスクパターンの説明図。
【図１４】第１の実施形態のマスクパターンの説明図。
【図１５】第１の実施形態のマスクパターンの説明図。
【図１６】第１の実施形態のマスクパターンの説明図。
【図１７】第１の実施形態のマスクパターンの説明図。
【図１８】第１の実施形態のマスクパターンの説明図。
【図１９】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図２０】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図２１】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図２２】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図２３】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図２４】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図２５】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図２６】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図２７】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図２８】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図２９】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図３０】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図３１】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図３２】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図３３】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図３４】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図３５】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図３６】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図３７】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図３８】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図３９】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図４０】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図４１】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図４２】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図４３】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図４４】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図４５】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図４６】第１の実施形態のドットパターンの説明図。
【図４７】ドット着弾の過程を示すドットパターンの説明図。
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【図４８】ドット着弾の過程を示すドットパターンの説明図。
【図４９】ドット着弾の過程を示すドットパターンの説明図。
【図５０】ドット着弾の過程を示すドットパターンの説明図。
【図５１】複合ドットの説明図。
【図５２】複合ドットの説明図。
【図５３】本発明の第２の実施形態のインクジェット記録装置の要部の概略図。
【図５４】本発明の第３の実施形態のインクジェット記録装置の要部の概略図。
【図５５】本発明の第４の実施形態のインクジェット記録装置の要部の概略図。
【符号の説明】
１　記録紙
１３　キャリッジ
１５，１６，１７，１８　マルチヘッド
２０　吐出口
２１　インクドロップレット
２２　ドット
３２　パターン設定器
４２　電圧設定器
５２　デューティ設定器

【図１】 【図２】

【図３】
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